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会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

該
当
す
る
方
で
申
請
し
た
こ
と
が

な
い
方
や
、
以
前
に
非
該
当
で
基
準

に
該
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
方
は
、

障
害
福
祉
課
業
務
係（
市
役
所
1
階

1
番
窓
口
）で
お
早
め
に
手
続
き
を

市
や
都
、
国
は
、
心
身
に
障
害
の

あ
る
方
、
難
病
の
方
が
地
域
で
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
、
各
種
手
当
の

支
給
や
医
療
費
の
助
成（
左
表
）を
行

っ
て
い
ま
す（
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
）。
こ
れ
ら
の
手
当
・
助
成
を
受

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
立
川
年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）0

3
5
2

市
議
会
臨
時
会
が
閉
会

平
成
28
年
第
1
回
市
議
会
臨
時
会

が
7
月
15
日（
金
）〜
22
日（
金
）に
開

か
れ
、
市
が
提
出
し
た
議
案
3
件

〔
立
川
市
立
第
八
小
学
校
大
規
模
改

修
工
事（
機
械
設
備
）請
負
契
約
他

2
件
〕、
人
事
1
件
が
原
案
通
り
可

決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
7

月
22
日（
金
）か
ら
新
た
な
委
員
で
4

つ
の
常
任
委
員
会
と
議
会
運
営
委
員

会
が
始
ま
り
、
正
副
委
員
長
の
互
選

な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
2

公
開
す
る
会
議
日
程

申
は
申
込
制（
申
込
順
）。
そ
の
ほ

か
は
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
建
築
審
査
会

時
8
月
16
日（
火
）

午
後
3
時
か
ら
場
た
ま
し
ん
R
I
S

U
R
U
ホ
ー
ル
5
階
第
2
会
議
室
定

5
人
問
建
築
指
導
課
庶
務
係
・
内
線

2
3
3
1

●
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
公
開
に
よ

る
意
見
の
聴
取

時
8
月
18
日（
木
）

午
後
2
時
か
ら
場
市
役
所
104
会
議
室

定
5
人
問
建
築
指
導
課
庶
務
係
・
内

線
2
3
3
0

●
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に

暮
ら
し
や
す
い
立
川
を
つ
く
る
条
例

（
仮
称
）策
定
検
討
委
員
会

時
8
月

22
日（
月
）午
後
1
時
10
分
か
ら
場
市

役
所
208
・
209
会
議
室
定
10
人
問
障
害

福
祉
課
・
内
線
1
5
1
6
Fax（
5
2

９
）８
６
７
６
eshougaifukushi

@
city.tachikaw

a.lg.jp

●
学
校
給
食
運
営
審
議
会

時
8
月

23
日（
火
）午
後
3
時
か
ら
場
学
校
給

食
共
同
調
理
場
定
5
人
問
学
校
給
食

課
☎（
5
2
9
）3
5
1
1

●
政
治
倫
理
審
査
会

時
8
月
24
日

（
水
）午
後
1
時
30
分
か
ら
場
市
役
所

3
階
議
長
応
接
室
定
5
人
問
議
会
事

務
局
・
内
線
3
3
2
2

●
農
業
委
員
会
総
会

時
8
月
25
日

（
木
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
104
会

議
室
定
4
人
問
農
業
委
員
会
事
務

局
・
内
線
2
6
5
4

●
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
協
議

会
認
知
症
部
会

時
8
月
26
日（
金
）

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
場
た
ま
し
ん

R
I
S
U
R
U
ホ
ー
ル
定
10
人
問
高

齢
福
祉
課
介
護
予
防
推
進
係
・
内
線

1
4
7
2

申
夢
育
て
・
た
ち
か
わ
子
ど
も
21
プ

ラ
ン
推
進
会
議

時
8
月
29
日（
月
）

午
後
6
時
30
分
か
ら
場
市
役
所
208
・

209
会
議
室
定
5
人
申
子
育
て
推
進
課

子
育
て
推
進
係
・
内
線
1
3
4
0
へ

●
契
約
・
倫
理
制
度
改
革
評
価
委
員

会

時
8
月
31
日（
水
）午
前
10
時
か

ら
場
市
役
所
101
会
議
室
定
10
人
問
品

質
管
理
課
・
内
線
2
4
4
9

●
発
達
支
援
計
画
策
定
委
員
会

時

9
月
7
日（
水
）午
後
6
時
30
分
か
ら

場
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
201
会
議
室

定
10
人
問
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
☎（
5
2
8
）6
8
7
1

お
願
い
し
ま
す
。
現
在
、
支
給
や
助

成
を
受
け
て
い
る
方
は
手
続
き
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
手
当
を
受
け
て

い
る
方
で
、
施
設
の
入
所
や
住
所
・

口
座
番
号
の
変
更
な
ど
が
あ
る
方
は

障
害
福
祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

心
身
障
害
者
手
当
・
難
病
手

当
を
振
り
込
み
ま
す

平
成
28
年
度
の
第
2
回
支
給
分
を

8
月
15
日（
月
）ま
で
に
指
定
口
座
へ

振
り
込
み
ま
す
。

難
病
手
当
の
月
額
を
改
定

難
病
手
当
は
平
成
28
年
度
8
月
分

（
12
月
振
込
分
）か
ら
月
額
6
0
0
0

円
に
変
わ
り
ま
す
。

障
受
給
者
証
が
変
わ
り
ま
す

心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証

（
障
受
給
者
証
）は
8
月
31
日（
水
）で

有
効
期
限
が
切
れ
、
9
月
1
日（
木
）

か
ら
新
し
い
受
給
者
証（
黄
色
）に
変

わ
り
ま
す
。
新
し
い
受
給
者
証
は
8

月
19
日（
金
）に
発
送
し
ま
す
。
届
か

な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
古
い
受
給
者
証
は
障
害

福
祉
課（
市
役
所
1
階
1
番
窓
口
）か

窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
東
部
・

西
部
・
富
士
見
・
錦
連
絡
所
の
い
ず

れ
か
に
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

問
障
害
福
祉
課
業
務
係
・
内
線
1
5

1
1国

民
年
金
保
険
料
の
割
引

制
度

国
民
年
金
保
険
料
に
は
、
お
得
な

割
引
制
度
が
あ
り
ま
す
。

●
後
期
前
納

国
民
年
金
保
険
料
後

期（
10
月
分
〜
翌
年
3
月
分
）を
一
括

で
前
納
す
る
こ
と
で
保
険
料
が
割
引

さ
れ
ま
す
▼
口
座
振
替
＝
1
1
1
0

円
割
引
さ
れ
ま
す
。
8
月
末
ま
で
に

金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
▼
納
付
書
払
い

＝
7
9
0
円
割
引
さ
れ
ま
す
。
専
用

の
納
付
書
で
10
月
末
ま
で
に
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。

●
早
割（
口
座
振
替
）
毎
月
、
保
険

料
を
当
月
末
の
引
き
落
と
し
に
す
る

と
、
月
額
50
円
が
割
引
さ
れ
ま
す
。

金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
お

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
、
難
病
の
方
へ

	 心身障害者（児）手当など一覧	 平成28年７月現在

手

当

手当などの種類 対象となる方 手当・助成を受けられない方 手当月額 支給月

市
の
制
度

心身障害者
手当

※
こ
の
３
種
の
う
ち
１
種
の
み
受
給
可

▶身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度
〜 3度の方

▶脳性まひの方
▶進行性筋萎縮症の方

①難病手当受給者
②心身障害者福祉手当受給者
③施設入所者
④65歳以上で新規に身体障害者手
帳などを取得した方

⑤児童育成（障害）手当受給者

6,000円

４月
８月
12月

▶身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度
の方 4,500円

難病手当 国・都の指定する特殊疾病の認定（都医療
券）を受けた方

▷心身障害者手当受給者
▷上記②③⑤該当者
▷65歳以上で新規に左記の特殊疾
病の認定を受けた方

8,000円
（7月分まで）
6,000円

（8月分以降）

都
の
制
度

心身障害者
福祉手当

20歳以上の方で、
▶身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度
〜 3度の方

▶脳性まひの方
▶進行性筋萎縮症の方

▷心身障害者手当受給者
▷上記①③④該当者 15,500円

４月
８月
12月

重度心身障害者
手当

▶重度の知的障害で、日常生活に常時複雑
な配慮を必要とする精神症状を有する方

▶重度の身体障害と重度の知的障害が重複
する方

▶重度の肢体不自由で両上肢および両下肢
の機能が失われ、座っていることも困難
な程度の方

▷施設入所者
▷病院などに3か月以上入院してい
る方
▷65歳以上で新規に身体障害者手
帳などを取得した方

60,000円 毎月

国
の
制
度

特別障害者手当

重度の障害があるため、日常生活に常時特
別な介護が必要な20歳以上の方〔くわしくは
障害福祉課☎（529）7100へお問い合わせく
ださい〕

▷施設入所者
▷病院などに3か月以上入院してい
る方

26,830円 ５月
８月
11月
２月

障害児福祉手当
重度の障害があるため、日常生活に常時介
護が必要な20歳未満の方〔くわしくは障害福
祉課☎（529）7100へお問い合わせください〕

▷施設入所者
▷当該障害を支給理由とする年金
の受給者

14,600円

そ
の
他

都
の
制
度

障害者医療費助
成制度

▶身体障害者手帳1級・2級（内部3級）、愛
の手帳1度・2度の方

▷生活保護受給者
▷65歳以上で新規または更新によ
り身体障害者手帳などを取得し
た方

保険診療の自己
負担分医療費の
一部を助成

◦65歳未満で心身障害者手当または難病手当を受給中の方が、より月額の高い手当の対象となる障害に該当された場合は、今
まで受給していた手当を中止し、新しく該当した障害で一覧上段の3種の中から受給できる手当を申請し直すことができます
（一部例外がありますので、くわしくはお問い合わせください）。
◦表中「施設入所者」の施設とは、障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム、救護施設、のぞみの園などです。グループホーム、ケアホームは含みません。

納付書裏面等に記載の場所で納付してください問
市税＝収納課管理係・内線1240、国民健康保険
料＝保険年金課賦課係・内線1416、後期高齢者
医療保険料＝保険年金課賦課係・内線1406、介
護保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷市・都民税第2期分▷国民健康保険料第
2期分▷後期高齢者医療保険料第2期分▷
介護保険料第2期分

8月31日水今月の
納期

各
種
手
当
・
助
成
の
ご
案
内

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から受け付け）


